




















新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
●お問い合わせ　住民課　☎７６－３８０２

３月末までです！対象の方は機会を逃さないようにお忘れなく‼︎
●お問い合わせ　保健福祉センター　☎７６－３８３８

　九重町国民健康保険の被保険者で被用者（会社等からの給与収入がある方）が新型コロナウイルス感染症に
感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間（一定の
要件を満たした場合に限る）、傷病手当金を支給します。申請方法等については、住民課までお問い合わせください。

　対象の方には封筒で受診券や問診票が郵送されています。お手元にない方は、お問い合わせください。なお、
受診・接種に行かれる際は、事前予約にご協力お願いします。

●対象者（①～③の全てに該当する方）
①九重町国民健康保険の被保険者の方
②お勤め先から給与の支払いを受けている方
③新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が

疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
●支給期間

療養期間開始から一番最初の勤務日を起算日として、その後３日を経過した
日から労務に服することができない期間
●支給額

直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２／３×日数
●適用期間

令和２年１月１日から令和５年３月３１日の間で、療養のため労務に服することができない期間

帯状疱疹を知っていますか？　2月28日～3月6日は「帯状疱疹啓発週間」
　帯状疱疹は、子どもの頃にかかった水痘（水ぼうそう）のウイルスが原因で起こります。水痘
が治った後も、ウイルスは長期間体内に潜伏しているため、免疫力が低下したときにウイルスが再
び活性化して帯状疱疹を発症します。症状はピリピリと刺すような痛みから始まり、水ぶくれを伴
う赤い発疹が、体の左右どちらかに帯状に皮膚にでます。帯状疱疹が疑われるような症状がある
場合には、早めに皮膚科を受診してください。（発疹が出てから3 日以内に治療を開始することが
望ましいと言われています）

帯状疱疹の予防　日頃から体調管理に努め、免疫力を高めることが非常に重要です。
●バランスのよい食事　　●十分な睡眠　　●適度な運動
●ストレスをためない　　●帯状疱疹ワクチンの接種（50歳以上）
※帯状疱疹ワクチンの接種は任意予防接種のため全額自己負担となります。
　接種を希望する人はかかりつけ医等へご相談ください。

内容 対象者

歯周疾患検診 歯周病を早期発見・早期治療するための歯科健康
診査（郡内の歯科医療機関にて）

年度末年齢 40歳・50歳・
60歳・70歳

高齢者肺炎球菌
ワクチン

肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防・重症化
を防ぐワクチン接種（医療機関にて）
※県外での接種を希望される場合は事前に保健セ
ンターまでご連絡ください

年度末年齢 65歳・70歳・
75歳・80歳・85歳・90歳・
95歳・100歳になる方
※既に接種した方を除く
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